
 
 

独立行政法人環境再生保全機構 令和６年度計画 
 
 

令和６年３月 
 
 
 

（序 文） 
独立行政法人環境再生保全機構（以下「ERCA」という。）は、「独立行政法人通則

法」（平成11年７月16日 法律第103号）第31条の規定に基づき、令和６年度における
ERCAの業務運営に関する計画（年度計画）を次のとおり定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（補記）以下、「前中期目標期間実績」とは、第４期中期目標期間における、令和元～令和４年度の

実績を表す。  



第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置 

 
１．社会課題解決による持続可能な成長の推進 ～時代の要請への対応～ 

 
（１）気候変動の影響への適応策の推進 

 
① 熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報の前提となる情報の整理・分析・
提供 

 
ア 熱中症は、適切な予防や対処が実施されれば、死亡や重症化を防ぐこ

とができる病態であるため、熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報
（以下「熱中症警戒情報等」という。）を適切に活用し、地域の状況に
応じた予防行動が効果的に促されることを目指して、過去にない高温
状況を踏まえた熱中症警戒情報等の運用期間の妥当性や暑さ指数等
と健康との関係性の検証等に着目した PDCA サイクルが機能するよう、
以下の取組を行う。 

 
（ア）環境省が毎年発表している熱中症警戒情報の運用期間の妥当性を

検証するため、運用期間以外の期間を含めた通年の暑さ指数の収
集・整理・分析を行い、環境省に年１回以上提供する。 

（イ）健康に関する統計データ等を収集し、暑さ指数との関係性につい
て外部有識者と整理・検討し、取りまとめるとともに、各地域にお
ける熱中症リスクについて地域性や時期等に応じた整理・分析を必
要に応じて行い、環境省の担当部署へ提供する。 

 
イ 熱中症特別警戒情報について、人の健康に係る重大な被害の未然防止

のための予防行動が効果的に促されることを目指して、発表の前提と
なる情報について、プッシュ型で環境省へ提供するために必要な体制
及び情報システム（次の（ア）、（イ）において「スキーム」という。）
を可能な限り早期に構築するために、以下の取組を行う。 

 
（ア）熱中症特別警戒情報の発表の前提となる情報の取得先の調査、特

定及び調整を実施し、環境省に対してプッシュ型で提供するための
スキームを検討するとともに次年度稼働に向けた情報システムの
設計、構築を行う。 

（イ）現地調査等を実施し、国内外の顕著な高温が見られた地域におけ
る経験・教訓に関する最新の情報を整理・分析し、プッシュ型の情
報提供スキームの検討等における参考事例を抽出する。また、空振
りをおそれることなく的確に総合判断するために必要な情報を
日々収集し、整理・分析を行い、タイムリーに環境省に提供する。 

 
② 地域における熱中症対策の支援 
 
ア 地方公共団体内の関係部局が連携・協力して熱中症対策に取り組む体

制の構築の促進、熱中症対策普及団体や指定暑熱避難施設等の優良事
例の創出、取組が遅れている市町村の支援等を行うとともに、ERCA が



実施するアンケートにおいて、地方公共団体における関係部局間の熱
中症に関する情報共有及び何らかの検討の場（会議体や協議体等）を
設ける等を行う地方公共団体の割合を 30％以上とするために、以下
の取組を行う。 

 
（ア）地方公共団体内の関係部局が連携・協力して熱中症対策に取り組

む体制の構築の促進及び熱中症対策普及団体や指定暑熱避難施設
の市町村による指定拡大を促す優良事例の創出及び普及を図るこ
とを通じて、地方公共団体における会議体や協議体等の体制整備と、
地域における熱中症に関する情報共有や対策の促進を図る。 

（イ）気候変動適応広域協議会への参加や、地方公共団体への熱中症対
策に関するアンケート調査等を通じて、取組が遅れている市町村の
課題を洗い出し、把握するとともに優先度の高い課題に対して効果
的な対策のノウハウの提供等の支援を行う。 

 
イ 地域における熱中症対策を推進するためには、全国の地方公共団体の

職員が令和５年４月の気候変動適応法の改正により地方公共団体に
課された役割や対策を実施するための知識を取得することが必要で
ある。 
このため、より多くの地方公共団体職員に ERCA の開催する熱中症の
研修を受講いただくとともに、ERCA の実施する研修を受講した地方
公共団体等職員の受講後アンケート調査項目「理解度」を問う設問で
の回答について有効回答者の 80％以上から５段階評価で上位２段階
までの評価とするために、以下の取組を行う。 

 
（ア）全国 10 か所程度で地域対面研修を開催するほか、オンライン研

修及び e ラーニング研修の実施など、全国の地方公共団体におい
て熱中症対策を担当する職員等が参加しやすいよう利便性の高い
研修を実施する。 

（イ）研修受講者を対象にアンケート等を行い、地域ごとのニーズや課
題を把握・分析し、研修メニューの改善を図り、効果的な研修の実
施に繋げる。 

 
（２）環境問題に関する調査・研究・技術開発 
 

① サーキュラーエコノミー（戦略的イノベーション創造プログラム等）に
関する研究推進 

 
ア プラスチックのサーキュラーエコノミーシステムの構築に向けて、戦

略及び開発計画に示す社会実装に向けた SIP 期間中の達成目標を進
展させるために、以下の取組を行う。 

 
（ア）SIP に参画する全研究開発テーマについて、月報の提出及びそれ

に対するコメント、年４回程度の PD 面談、PD 等の関係者も同行し
たサイトビジットを通じて進捗管理、研究開発テーマの実施支援を
行う。また、年２回の全体会合により SIP 参画機関全体の認識を合
わせ、連携を促進する。さらに、個別の研究開発テーマ（13 課題）



について、内閣府の提示する５つの視点（技術、事業、制度、社会
的受容性、人材(育成)）を用いて進捗度を可視化するため、PD 等
と連携し、進捗度を測る指標の作成に取り組む。 

（イ）年１回、ERCA 主催で、一般参加者向けのシンポジウムを開催し、
SIP 成果の情報発信を行うとともに、内閣府が主催する SIP イベン
トにおいて研究成果を発信する。また、SIP に関するイベントや各
研究開発テーマの成果や取組について、Ｘ（旧 Twitter）による情
報発信を行う。 
研究成果の最大化に当たっては、SIP 成果を関係省庁の政策に反映
するため、関係省庁と連携し、社会的なニーズに基づく提案を実施
する。また、SIP 成果の ASEAN 地域への展開について、BRIDGE 等を
活用し成果の最大化を図る。 

（ウ）SIP 参画機関からの要請に応じて、適宜知財委員会を開催すると
ともに、SIP 参画機関全体でデータ連携や研究開発テーマ間の連携
を促進するため、知財に関する全体の合意書を結ぶ。 

（エ）研究課題の研究者及び会計事務担当者に対し、研究費の使用ルー
ルの周知徹底及び研究公正の確保・不正使用の防止を図るための説
明会を、外部講師も招いて実施する。 

（オ）研究機関における研究費の適正な執行確認と適正執行に向けた指
導のため、継続中の研究課題について実地での検査（以下「実地検
査」という。）を行う。実地検査は、全ての研究課題について、計
画的に研究期間中に最低１回は行う。 

 
② 環境研究総合推進費による研究推進 

 
ア 高い研究レベルを確保するため、前中期目標期間中の水準以上の応募

件数を確保するために、以下の取組を行う。 
 

（ア）研究者に行政ニーズを的確に周知するため、環境省と連携の上、
年２回、公募説明会を開催する。また、公募の実施時期以外の期間
も研究者の相談に対応するため、プログラムオフィサー（PO）及び
ERCA 職員によるオンライン相談会を年間通じて開催する。SNS に
よる発信、広報ツールの製作、学会等の研究者コミュニティサイト
や大学のウェブサイトへの掲載を働きかけるなど効果的な広報を
展開する。 

（イ）公募要領確定前の早い時期に推進費制度を理解していただくため
の説明会を開催するなど、公募情報の早期発信を行い、研究者が申
請しやすいよう、十分な準備期間を確保する。 

（ウ）推進戦略に掲げる重点課題、環境省の行政ニーズに対応した研究
を効果的に推進するため、研究の実施状況、最新の研究動向などの
必要な情報を収集・整理し、環境省政策担当者に情報提供する。 

 
イ 人文社会科学分野を含む多様な分野の若手研究者を確保するために、

以下の取組を行う。 
 
（ア）前中期目標期間を上回る若手研究者の採択枠を設定し、若手研究

者の新規性、独創性の高い研究を一層促進する。また、人文社会科



学分野を含む多様な分野の若手研究者に研究実施の機会を提供す
るため、大学、研究機関、関連学会等への広報を充実させる。 

（イ）若手研究者に対して、PO による研究マネジメント等に関する講習
会の実施するほか、若手研究者による研究成果発表会等を開催する
など、若手研究者の育成と活躍を促進する。 

 
ウ 研究成果に対する外部有識者委員会による肯定的評価（５段階中上位

２段階の評価の割合）を獲得する課題数の割合を前中期目標期間実績
平均値と同程度を確保するために、以下の取組を行う。 

 
（ア）研究成果の最大化を図るため、採択された課題について、キック

オフ（KO）会合を、全ての課題について原則として年１回以上、ア
ドバイザリーボード（AD）会合を開催し、外部のアドバイザー及び
PO・ERCA 職員による研究の進め方等の助言を行う。 

（イ）中間評価において５段階評価で下位３段階又は「目標達成度」が
80 点以下の評価を受けた研究課題に対しては、評価結果をその後
の進捗管理や研究計画に反映させるための対応方策の作成を求め
る。その際、プログラムディレクター（PD）と連携しつつ PO を中
心として研究者への的確な指導・助言を行うなど、充実したフォロ
ーアップを実施する。なお、改善が見られないなどの場合は研究費
の打ち切りを検討する。 

（ウ）新たに採択された研究課題の研究者及び会計事務担当者に対し、
研究費の使用ルールの周知徹底及び研究公正の確保・不正使用の防
止を図るための説明会を、外部講師も招いて実施する。 

（エ）研究機関における研究費の適正な執行確認と適正執行に向けた指
導のため、継続中の研究課題について実地検査を行う。実地検査は、
全ての研究課題について、計画的に研究期間中に最低１回は行う。 

 
エ 研究期間終了３年後の追跡評価における推進費研究成果（革新型研究

開発（若手枠）を除く。）の社会実装率（法令、行政計画、報告書等に
反映された研究課題の割合）を前中期目標期間の水準以上を確保する
ため、以下の取組を行う。 

 
（ア）PO、社会実装支援コーディネーターのコーディネート機能を活用

しながら、環境省政策担当者に研究成果の橋渡しを行う。また、PO
や ERCA 職員が KO 会合や AD 会合において、研究者に政策検討状況
の情報提供、助言等を行うなど、研究成果の社会実装を見据えた的
確かつ効果的な研究管理を行う。 

（イ）研究機関から提出される知的財産出願件数を把握するとともに、
得られた技術開発成果（知財）や研究成果を、大学等研究機関と民
間企業等による共同研究開発等に繋げるため、新技術説明会の開催
や環境イベントへの出展を通じて、マッチング機会を提供する。 

（ウ）研究成果の普及・促進を図るため、研究コミュニティと連携した
研究成果発表会、研究成果の国際展開に繋げるための国際シンポジ
ウムを開催する。また、実施する研究課題について、「国民との科
学・技術の対話」の開催を促すとともに、研究成果の発信力の強化
に向けて、ERCA ウェブサイトのプラットフォーム、SNS、英語版コ



ンテンツ等により研究成果を積極的に発信する。 
 

（３）環境パートナーシップの形成 
 
① 民間環境保全活動の助成 
 

令和５年度に地球環境基金 30 周年を踏まえて取りまとめた「今後の地球環
境基金のあり方」の方針に基づき、事業見直しを着実かつ速やかに実行する
ため、新たな助成スキームの策定、既存助成メニューとの対応関係、手続き
や様式の見直し、システムの改修、民間団体への周知など 11 月に行う令和７
年度助成金受付までに必要な措置を講じる。 
 
ア 地球環境基金の助成終了後１年以上経過した案件の実質的な活動継

続率が前中期目標期間の平均値以上とするために、以下の取組を行う。 
 
（ア）民間団体による国内の環境を軸とした社会課題（次の（イ）にお

いて「社会課題」という。）の解決に資する活動への助成に重点化
を図る。 

 
a 助成方針を周知する助成金説明会等の広報を充実する。 
b 各プロジェクトの目指すアウトカム成果が明確になるよう要望書

の様式を見直す。 
c 助成方針を助成金要望審査に反映する。 
d 令和７年度助成金募集から助成プロジェクトの選択と集中を一層

促進する。 
e 助成金の使い勝手の向上、事務手続きの効率化を図る。 

 
（イ）社会課題解決を多主体と協働で戦略的かつ統合的に取り組む新た

な助成メニューを令和７年度助成金から創設し、活動を推進する。 
 

a 政策連携を強化した大規模な戦略プロジェクトを創設する。 
b 地域課題解決を多主体と協働して取り組む中規模の戦略プロジェ

クトを創設する。 
c 令和８年度以降の各戦略プロジェクトを効果的に推進するため、

地域の課題等を収集・整理する手法を検討し、令和６年度は試行的
に実施する。 

d 戦略プロジェクトの創設に伴い、既存の各助成メニューを統合し
合理化を図る。 

 
（ウ）民間団体の活動基盤強化を図るための活動基盤強化に要する費用

の新たな助成スキームを構築する。 
 
a 戦略プロジェクトにおいて活動基盤強化に要する助成先団体の活

動費（人件費）を助成する枠組みを設ける。 
b 全助成メニューにおいて助成先団体の要望に応じて中間支援組織

が伴走支援する費用を助成する枠組みを令和７年度助成金募集か
ら設ける。 



 
イ 地球環境基金の助成を受けた活動に対する外部有識者委員会による

事後評価の得点を前中期目標期間の平均値以上とするために、以下の
取組を行う。 

 
（ア）中間支援組織が伴走支援する効果的な支援方法の枠組みを構築し、

令和７年度助成金募集から導入する。 
（イ）助成メニューの見直しに伴う評価方法や評価の負担等を考慮した

効果的、効率的な評価制度への見直しを行う。 
 
a 助成メニューの見直しに伴うヒアリング評価の導入、戦略プロジェ

クトに関する評価基準の設定等の評価制度を見直す。 
b 評価制度の見直しに当たっては評価の目的を再整理し、評価負担の

軽減を図る。 
c 評価制度の見直しは評価専門委員会において検討し、令和６年度末

までに見直し内容を取りまとめる。 
 

② 民間環境保全活動の振興 
 
ア 環境ユースネットワーク事業への参加者数を前中期目標期間の平均値

以上とするために、以下の取組を行う。 
 
（ア）全国ユース環境活動発表大会に応募した全高校を対象に各地方大会

において高校生同士の交流の機会を設けて、ネットワークの拡充を図
る。 

（イ）全国の高校生などユースを対象としたセミナー等を開催する。 
（ウ）ユース世代と企業・民間団体をつなぐ仕組の構築に向けて検討を行

う。 
 

イ 民間団体と地域のステークホルダーとの連携に係る交流の促進や民間
団体の活動基盤の強化等のために、以下の取組を行う。 

 
（ア）助成メニューの見直しに伴う民間団体のキャパシティビルティング

支援策を外部有識者等の意見を活用し検討を行い、令和７年度からの
本格実施に向けて試行的に実施する。 

（イ）キャパシティビルティング支援策の見直しに伴い、若手プロジェク
トリーダー育成支援プログラムは令和７年度助成金新規プロジェク
ト募集から見直しを行う。 

（ウ）民間団体の相互間や企業、行政等の交流・連携を促すための環境 NGO・
NPO データベースを構築する。 

 
ウ 寄附に係る制度周知の広報等の働きかけを通じて、地球環境基金事業へ

の理解増進に努めるために、以下の取組を行う。 
 
（ア）地域のメディア等が行う SDGs の推進協働企画へ参画し、当該地域

の助成先団体の活動成果等を発信することを通じて、地球環境基金の
理解への促進を図る。 



 
（４）産業廃棄物対策・廃棄物の不法投棄の防止等 

 
① ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の助成 
 
ア 透明性・公平性を確保した堅実な制度運営を図るため、以下の取組を行

う。 
（ア）助成金の交付・支払申請等の内容を適正に審査し、実施状況を四半

期ごとにホームページ等において公表する。 
（イ）基金の管理状況を年１回ホームページにおいて公表する。 

 
② 維持管理積立金の管理 
 
ア 透明性・公平性を確保しつつ、堅実に制度を運営するため、以下の取組

を行う。 
 
（ア）運用利息等を毎年度１回通知し、積立て、取戻し事務を適切かつ確

実に行う。 
 

イ 維持管理積立金の適正な管理を行うため、以下の取組を行う。 
 
（ア）維持管理積立金の管理状況を年１回ホームページにおいて公表する。 

 
２．人の命と環境を守る基盤的取組の着実な実施 ～不変の原点の追求～ 
 

（１）公害健康被害の補償 
 

ア 賦課金の申告率を毎年度 99％以上とするために、以下の取組を行う。 
 
（ア）産業構造の変化が加速化する中で、補償給付等の支給に必要な財源

である賦課金を確保するため、徴収関連業務受託者の能力向上を目的
とする受託者向けの研修資料の充実を図るとともに、効果的な指導を
行う。 

（イ）受託者と連携して納付義務者からの問合せに適切に対応し、公害健
康被害補償制度についての理解を深めるとともに、前年度までに多か
った質問や誤りの多い事項についての対応策を講じる。 

（ウ）限られた人的ソースで効果的かつ効率的な申告書審査を行うため、
審査の迅速化の検討や業務フローの見直しなどを行う。また、申告内
容に疑義等がある納付義務者に対し、適正な申告となるよう指導する
ことにより、納付義務者からの適正・公平な賦課金申告を確保する。 

（エ）申告書の審査及び実地調査等を実施し、申告額の誤りを修正又は更
正するなど適正に処理する。実地調査及び重点調査については、Web
会議等を活用し、納付義務者の利便性の向上と効率化を図る。また、
申告額の誤りの原因等について分析し、申告誤りを防止するための説
明資料への反映やマニュアルの更新等の対策を講じる。 

（オ）納付義務者の申告・納付に係る事務負担軽減、誤りのない申告書類
の作成に有効なオンライン申告を推奨し、オンライン申告率を伸長さ



せる。（前中期目標期間実績：令和４年度 74.3%） 
（カ）受託者との連携を図りつつ、申告・納付が的確かつ効率的に行われ

るよう、デジタル技術を活用し、RPA や AI チャットボットなどの最
新技術を活用した対策を進め、業務の適正性・効率性を図る。 

 
イ 地方公共団体が行う補償給付等に必要な費用の納付及び適切な活用を

促進するために、以下の取組を行う。 
 
（ア）地方公共団体が行う補償給付及び公害保健福祉事業に係る事務手続

や事務処理が適正に実施されるよう、指導調査を実施し、確認及び指
導を行う。 

（イ）地方公共団体が使用する納付業務システムについて、地方公共団体
の担当者を対象に、参加しやすいオンライン形式で研修を行い、納付
業務システムの操作方法の理解を促し、事務手続の適正化、効率化を
図る。 

（ウ）指導調査で把握した地方公共団体の要望及び課題を環境省に報告す
る。公害保健福祉事業については、新たに追加される「禁煙治療の費
用の助成に関する事業」の実施状況や取組事例を把握するとともに、
その他の事業についても優良取組事例等を把握し、国及び地方公共団
体に情報提供を行う。 

 
（２）公害健康被害の予防 
 

ア 呼吸リハビリテーション（以下「呼吸リハ」という。）を普及し、医療サ
ービスにデジタル技術を積極的に活用するために、以下の取組を行う。 

 
（ア）治療若しくはリハビリ支援アプリ、又は、呼吸リハに係る調査研究

の採択課題の割合を前中期目標期間実績の平均値より 50％以上
（28.5％以上）増加させるものとする。 

（イ）外部有識者による事前評価を反映した研究計画に基づき、研究実施
をサポートし、年度末には年度評価を実施する。 
また、評価結果に加えて質の向上につながる助言を研究実施者等にフ
ィードバックし、令和６年度の研究及び令和７年度の研究計画に反映
させる。 

（ウ）呼吸リハに係る事業の参加人数を増やすために、呼吸リハの効果に
ついて科学的知見に基づく動画を制作し、地方公共団体職員及びコメ
ディカルスタッフの理解を促す研修教材とするとともに、予防事業で
活用する。 

 
イ 事業従事者・コメディカルスタッフ向け研修の受講者数を前中期目標期

間の平均値以上とするために、デジタル技術の積極的な活用を図りつつ、
以下の取組を行う。 

 
（ア）最新のガイドライン等の研修内容への反映状況を専門医に確認しつ

つ、受講者のアンケート結果も参考にした上で、適宜研修内容の更新
を行う。 

（イ）学会及び医療関係団体との連携を強化する。 



a 研修実施に係る周知への協力を学会及び医療関係団体に働きかけ
る。 

b 研修の受講が学会及び医療関係団体の認定する資格の取得に必要
な単位の対象講座として認定されるよう働きかける。 

c 学会と協力し、専門家を対象としたセミナー等において、科学的知
見に基づく呼吸リハの効果を周知するとともに、研修受講者の拡大
を図る。 

 
ウ 医療従事者・NPO 等のステークホルダーとの協働事業を促進するために、

以下の取組を行う。 
 
（ア）地方公共団体に協働事業モデル及び優良事例についての情報共有や

働きかけを行うことにより、地方公共団体とステークホルダーとの協
働事業の実施を促進する。 

（イ）高齢者支援を行う団体と情報交換を行い、予防事業に有用な方法等
に関する情報について精査した上で地方公共団体やステークホルダ
ーに対して情報共有や働きかけを行う。 

 
（３）石綿による健康被害の救済 

 
ア 被認定者の医療の受けやすさに関する満足度を前中期目標期間実績の

平均値である 82％以上とするために、以下の取組を行う。 
 
（ア）医療手帳の交付を受けた被認定者が医療を受けやすいように、被認

定者に対して、医療手帳の利用に関する案内を丁寧に行う。また、被
認定者が受診する医療機関等に対して、医療手帳の交付の前後で異な
る医療費の請求や支給の流れ等、救済制度の医療費負担の仕組みに関
するパンフレット等を配布するとともに、各種問合せにも丁寧に対応
する。 

（イ）被認定者の経済的負担の軽減につながるように、認定通知作業と並
行して請求書類の確認を行うなど、認定後に救済給付の支給を速やか
に行うための支給審査に努める。 

 
イ 療養中の方及び未申請死亡者の遺族からの認定申請・請求から認定等決

定までの処理日数を前中期目標期間実績の平均値より短縮し、当中期目
標期間の最終年度までに平均 131 日以内とするために、以下の取組を行
う。 

 
（ア）申請・請求段階から医療機関と緊密に連絡を行い、判定申出前から

医学的判定に関する留意事項で特に強く推奨されている免疫染色の
結果や病理標本の提出を求めて、医学的判定に必要な資料の整備の早
期化に努める。 

（イ）医師のほか、看護師、医療ソーシャルワーカー等を対象に、学会セ
ミナー等を通じて、救済制度の認定基準や指定疾病の診断・治療につ
いての最新の知見を提供する。 

（ウ）救済制度において診断実績のある医療機関等へ最新の医学的判定の
考え方、判定に必要な医学的資料について関連する資料等を配布する。



また、指定疾病の診断に関わる検査・計測技術の標準化、精度の確保・
向上等を図るため、石綿小体計測精度管理事業及び中皮腫細胞診実習
研修会を引き続き実施する。 

（エ）救済制度に関する窓口相談、無料電話相談に丁寧に対応する。取扱
う個人情報等の管理を適切に行うため、情報セキュリティを確保しつ
つ、認定・給付システムを確実に運用する。また、申請者の負担軽減
のため、申請のオンライン化に向けてシステム構築を進めるとともに
相談対応の今後の在り方について検討する。 

（オ）救済制度の周知を図るため、都道府県がん診療拠点病院、関連学会
や地方公共団体等とも連携してポスターやチラシを配布するととも
に、広報効果を分析した上で、効果が高い広報媒体を選択し全国規模
の広報を行う。 

（カ）労災保険制度等の対象になり得る申請等について、厚生労働省（労
災保険窓口等）との情報共有を毎月実施する。 

（キ）申請・請求窓口である保健所等においても適切に申請等の受付及び
相談対応がなされるよう、環境省及び厚生労働省とも連携を図り、保
健所等受付業務担当者説明会を実施する。説明会については、オンラ
イン開催を併用するとともに、説明会動画を随時閲覧できるよう、資
料とともにウェブサイトで公開する。また、保健所等の窓口担当者へ
の情報提供として、地方公共団体研修会等において制度説明を行う。 

  



第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 
（１）経費の効率化 
 
① 一般管理費 
 

一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務、事務所等借料、シス
テム関連経費及び租税公課等の効率化が困難であると認められる経費を除く。）
について、業務運営の効率化等の取組により、当中期目標期間の最終年度におい
て前中期目標期間の最終年度比で 8.125％以上の削減を達成すべく所要の取組
を行う。 

 
② 業務経費 
 

公害健康被害補償業務、地球環境基金事業、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基
金による助成業務、維持管理積立金の管理業務、環境研究総合推進費による研究
推進業務のうち補償給付費等の法令に基づく義務的な経費以外の運営費交付金
を充当する業務経費（人件費、新規に追加される業務、システム関連経費、競争
的研究費及び効率化が困難であると認められる経費を除く。）及び石綿健康被害
救済関係経費に係る業務経費（人件費、システム関連経費、石綿健康被害救済給
付金及び効率化が困難であると認められる経費を除く。）について、業務運営の
効率化等の取組により、当中期目標期間の最終年度において前中期目標期間の
最終年度比で５％以上の削減を達成すべく各勘定において所要の取組を行う。 

 
（２）調達の合理化 

 
① 調達の競争性・透明性の確保 

 
ERCA が実施する調達案件は、原則として一般競争入札の方法により競争性を

確保して実施する。 
また、随意契約の方法により契約を行うものについては、ERCA 内部に設置す

る契約手続審査委員会による事前審査及び監事・外部有識者によって構成する
契約監視委員会による事後点検等により透明性を確保する。 

 
② 調達等合理化の取組の推進 

 
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５

月 25 日 総務大臣決定）に基づき、ERCA が策定した「調達等合理化計画」を着
実に実施することとし、契約手続審査委員会による審査及び契約監視委員会よ
る点検等、PDCA サイクルによる調達等の合理化を推進する。 

 
ア 調達等合理化計画の策定 
 
調達に関する内部統制システムを確立し、その下で公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実施するため毎年度、調達等合理
化計画を策定して公表する。また、年度終了後、速やかに、調達等合理化計画
の実施状況について、自己評価を実施し、その結果を公表する。 



 
イ 調達等合理化計画の推進体制 
 

調達案件は、契約手続審査委員会において適切に競争性が確保されること
等を審査した上で調達を実施し、その結果は、契約締結後、速やかに理事会
に報告して公表する。また、契約監視委員会において、調達等合理化計画の
実施状況を通じて、一者応札・一者応募案件及び随意契約に至った理由等に
ついて点検を受け、その審議内容を公表する。 

 
（３）給与水準等の適正化 

 
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日 閣議決

定）等の政府方針に基づく取組として、役職員の給与水準等については、国家公
務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について毎年度
厳格に検証した上で適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公
表する。 

 
（４）情報システムの整備及び管理 
 
① デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和

３年 12 月 24 日 デジタル大臣決定）に基づき設置した PMO を中心に情報シス
テムの適切な整備及び管理を行う。 

② 令和６年 12 月更改予定の情報システム基盤等の更改について、現行システム
の課題並びにデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに基づきプロジェ
クト管理を行い、新しい情報システムへの移行を遅滞なく遂行する。 

 
第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
（１）財務運営の適正化 
 

予算、資金計画等については、別紙のとおり。 
承継業務については、債権管理を適切に行い、一般債権は着実な回収を図る。

一方、一般債権以外の債権は、債務者の事業再生支援等を積極的に推進するなど、
元金及び附帯債権について回収の早期化、最大化に取り組む。また、当年度の期
首と期末の債権残高を比較し、債権区分ごとに回収額、償却額等の状況を明らか
にする。 

 
（２）基金の運用等 
 

「資金の管理及び運用に関する規程」を遵守し、同規程に基づき設置されてい
る資金管理委員会による定期的な点検等により、保有する債券のリスク管理を
適切に実施するなど、資金の安全かつ有利な運用を最優先するとともに、その使
途が環境負荷の低減その他社会的課題の解決等に資するグリーンボンド等での
運用も推進する。 
なお、保有債券のうち ERCA において定めた信用上の運用基準に該当しなくな

ったものについては、適宜、適切な対応を講ずるものとする。 
また、公害健康被害予防基金及び地球環境基金については、金利変動リスクに



対応できるよう償還時期に留意して中長期での運用を行い、資金の運用益の確
保に努める。 

 
第４ 短期借入金の限度額 
 

令和６年度において、一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額
は、単年度 3,800 百万円とする。 

 
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産

の処分に関する計画 
 

なし 
 
第６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 
 

なし 
 
第７ 剰余金の使途 
 

地球環境基金事業及び環境保全研究・技術開発業務 

  



第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
 
（１）施設及び設備に関する計画 
 

なし 
 
（２）職員の人事に関する計画 

 
① 人材確保・育成 
 

ア 「人材の確保・育成に関する方針」の策定 
イ 人事評価制度の見直し 
ウ 人事評価制度の着実な運用 
エ 環境省など他の機関への出向や人材交流の実施 

 
② DEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）の推進 
 

ア 女性活躍の推進（管理職への登用、活躍につながる勉強会等の実施） 
イ 障害者雇用の確保 

 
③ 職員のキャリア形成 
 

ア （職員の様々なライフ・ステージに配慮した）人事諸制度の設計や勤務環
境の整備 

イ 研修内容の見直し（第５期研修計画の策定と実施） 
ウ 職員自らのキャリアビジョンにも配慮した研修機会の提供 

 
（３）積立金の処分に関する事項 
 

第４期中期目標期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第 44 条の
処理を行ってなお積立金があるときは、主務大臣の承認を受けた金額について、
公害健康被害予防事業、環境保全研究・技術開発業務及び承継業務の財源並びに
第４期中期目標期間以前に自己収入財源で取得し、第５期中期目標期間へ繰り
越した固定資産の減価償却に要する費用等に充てることとする。 

 
（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

 
① 業務実施体制の強化・改善等 
 
ア ERCA が将来どのような組織であるべきかについて、職員間及び主務省との

間の議論の継続 
イ 求められる役割を果たすために必要な組織体制の整備 
ウ 専門人材の確保と育成の強化 
エ （必要に応じて）人員配置の見直し 

 
② 業務運営に係る環境保全等に関する取組 
 



ア 業務における環境配慮  
（ア）「独立行政法人環境再生保全機構がその事務及び事業に関し温室効果

ガスの排出削減等のため実行すべき措置について定める実施計画」に
基づいた取組の実施 

（イ）業務における環境配慮等の状況の取りまとめと公表 
 

イ  環境保全及び社会貢献に関する取組 
（ア）環境政策推進への貢献等 

a 災害時における災害廃棄物対策業務への協力 
b ERCA 法第 10 条第１項第 13 号及び同条第２項の規定等により、良好

な環境の創出その他の環境の保全に関する業務を必要に応じて実施 
 

（イ）組織的な広報の展開 
a ソーシャルメディアを活用した情報発信 
b イベントへの出展 

 
（ウ）ステークホルダーとの連携 

a 環境保全やライフスタイルの変革を推進する社会的気運を醸成する
ための社会貢献活動の実施及びステークホルダーとの連携 

b ERCA 創設 20 周年記念事業の実施 
c 韓国環境公団との定期交流の実施 

 
③ 内部統制の強化 

 
ア 内部統制・リスク管理に関する取組 
 
（ア）内部統制・リスク管理委員会の開催（半期毎） 
（イ）内部統制担当理事による職員面談 
（ウ）インシデント事例の共有 

 
イ 内部統制等監視委員会による検証等 
 
（ア）内部統制等監視委員会の開催 

 
ウ 内部統制研修の実施  
 
（ア）内部統制研修の実施 
（イ）コンプライアンス研修の実施 
（ウ）コンプライアンスチェックシートによる自己点検の実施 

 
④ 情報セキュリティ対策の強化、適切な文書管理等 
 
ア 情報セキュリティ対策の強化 
 
「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の改正状況
等を踏まえ、ERCA として定める「情報セキュリティ対策基準」、「情報セキュ
リティ実施手順書」等について適時見直しを行う。 



また、令和６年度情報セキュリティ対策推進計画を策定し、サイバー攻撃
への対策や情報セキュリティインシデント発生防止を目的とし、各種脆弱性
診断、情報セキュリティ研修、情報セキュリティ自己点検、標的型攻撃訓練
等を実施し、情報セキュリティに関する意識の向上を図る。 

 
イ 適切な文書管理及び情報公開 
 
（ア）文書管理、情報公開については、「公文書等の管理に関する法律」（平

成 21 年７月１日 法律第 66 号）、「独立行政法人等の保有する情報の公
開に関する法律」（平成 13 年 12 月５日 法律第 140 号）等に基づき、適
切に対応 

（イ）法令の改正や行政機関における運用の動向等を踏まえ、「文書管理規
程」、「情報公開規程」等について適時見直し 

（ウ）関係法令等の周知徹底を図るため、担当職員等を対象とする文書管理・
情報公開研修の実施 

（エ）文書管理システムの運用 
 

⑤ 中期目標期間を超える債務負担 
 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担の必要性が認めら
れる場合には、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。 

 











（　総　　計　）
（単位：百万円）

金　　　　額

費用の部 51,659
経常費用 51,659

公害健康被害補償予防業務経費 35,319
石綿健康被害救済業務経費 6,002
環境保全研究・技術開発業務経費 6,712
基金業務経費 1,924
承継業務経費 149
一般管理費 1,392
減価償却費 160
財務費用 1

収益の部 51,536
経常収益 51,536

運営費交付金収益 8,498
国庫補助金収益 243
その他の政府交付金収益 7,304
石綿健康被害救済基金預り金取崩益 5,311
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預り金取崩益 558
業務収入 28,203
運用収入 835
その他の収益 274
財務収益 310

純利益（△純損失） △ 123
前中期目標期間繰越積立金取崩額 225
総利益（△総損失） 101

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和６年度収支計画

区　　　　分



（　公害健康被害補償予防業務勘定　）
（単位：百万円）

補償事業 予防事業 合計金額

費用の部 34,867 858 35,725
経常費用 34,867 858 35,725
　公害健康被害補償予防業務経費 34,614 704 35,319

  補償業務費 34,614 -           34,614
  予防業務費 -             704 704

　一般管理費 220 143 362
　減価償却費 33 11 44
　財務費用 0 0 0

収益の部 34,856 736 35,593
経常収益 34,856 736 35,593
　運営費交付金収益 345 -           345
　国庫補助金収益 39 204 243
　その他の政府交付金収益 6,241 -           6,241
　業務収入 28,203 -           28,203
　資産見返負債戻入 12 2 13
　賞与引当金見返に係る収益 10 -           10
　退職給付引当金見返に係る収益 5 -           5
　運用収入 -             531 531
　財務収益 1 -           1

純利益（△純損失） △ 11 △ 122 △ 132
前中期目標期間繰越積立金取崩額 12 122 133
総利益（△総損失） 1 -           1

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（　石綿健康被害救済業務勘定　）
（単位：百万円）

費用の部
経常費用
　石綿健康被害救済業務経費
　一般管理費
　減価償却費　
　財務費用

収益の部
経常収益
　石綿健康被害救済基金預り金取崩益
　その他の政府交付金収益
　資産見返負債戻入
　賞与引当金見返に係る収益 40
　退職給付引当金見返に係る収益 23

純利益（△純損失）
総利益（△総損失）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

1,063
15

413

-                                           
-                                           

36

6,451
6,451
5,311

0

区   　　　分

区   　　　分 金　　　　額

6,451
6,451
6,002



（　環境保全研究・技術開発勘定　）
（単位：百万円）

費用の部
　 経常費用

　環境保全研究・技術開発業務経費
　一般管理費
　減価償却費　
　財務費用

収益の部
　 経常収益

　運営費交付金収益
　資産見返負債戻入
　賞与引当金見返に係る収益
　退職給付引当金見返に係る収益

純利益（△純損失）
前中期目標期間繰越積立金取崩額
総利益（△総損失）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（　基金勘定　）
（単位：百万円）

地球基金
事業

PCB基金
事業

維持管理
事業

熱中症
対策事業

合計金額

費用の部 1,118 587 227 292 2,224
経常費用 1,118 587 227 292 2,224
  基金業務経費 927 572 211 214 1,924
　　地球環境基金業務費 927 -        -        -        927
 　  ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費 -        572 -        -        572
　　維持管理積立金業務費 -        -        211 -        211
　　熱中症対策業務費 -        -        -        214 214
  一般管理費 180 14 14 78 286
  減価償却費 11 1 2 0 15
  財務費用 0 0 0 0 0

収益の部 1,119 587 228 292 2,226
経常収益 1,119 587 228 292 2,226
　運営費交付金収益 965 27 29 277 1,298
　 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預り金取崩益 -        558 -        -        558
  地球環境基金運用収益 110 -        -        -        110
  維持管理積立金運用収益 -        -        194 -        194
　資産見返負債戻入 2 0 1 -        3
  寄附金収益 15 -        -        -        15
　賞与引当金見返に係る収益 16 2 2 9 29
　退職給付引当金見返に係る収益 11 1 1 6 18

純利益（△純損失） 1 0 0 0 1
総利益（△総損失） 1 0 0 0 1

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

90
1

区　　　　分

18

△ 89

6,947
6,947
6,855

49
25

58
0

金　　　　額

7,036
7,036
6,712

265

区   　　　分



（　承継勘定　）
（単位：百万円）

費用の部
経常費用
　承継業務経費
  一般管理費

   減価償却費
  財務費用

収益の部
経常収益
　資産見返負債戻入
　財務収益
　雑益

純利益（△純損失）
前中期目標期間繰越積立金取崩額
総利益（△総損失）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

97
1

98

0
309
10

319

7
0

66

319

区   　　　分 金　　　　額

222
222
149



（ 　 総　 　 計　 ）
( 単位： 百万円）

金　 　 　 　 額

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 12, 848
業務活動によ る 支出 △ 63, 423
業務活動によ る 収入 50, 575

運営費交付金収入 8, 555
国庫補助金収入 243
その他の政府交付金収入 10, 830
業務収入 24, 037
運用収入 888
その他の収入 6, 022

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー 4, 846
投資活動によ る 支出 △ 160, 154
投資活動によ る 収入 165, 000

財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 64
財務活動によ る 支出 △ 71
財務活動によ る 収入 7

資金増加額（ △資金減少額） △ 8, 066

資金期首残高 31, 794
資金期末残高 23, 729

（ 注） 各欄積算と 合計欄の数字は、 四捨五入の関係で一致し ないこ と がある 。

令和６ 年度資金計画

区　 　 　 　 分



（  公害健康被害補償予防業務勘定 ）
( 単位： 百万円）

補償事業 予防事業 合計金額

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 5, 077 △ 129 △ 5, 206
業務活動によ る 支出 △ 34, 923 △ 861 △ 35, 784
業務活動によ る 収入 29, 847 731 30, 578

運営費交付金収入 360 -           360
国庫補助金収入 39 204 243
その他の政府交付金収入 6, 241 -           6, 241
業務収入 23, 206 -           23, 206
運用収入 1 528 528

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー 4, 986 △ 500 4, 486
投資活動によ る 支出 △ 14, 014 △ 1, 900 △ 15, 914
投資活動によ る 収入 19, 000 1, 400 20, 400

財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 11 △ 7 △ 18
財務活動によ る 支出 △ 11 △ 7 △ 18

資金増加額（ △資金減少額） △ 101 △ 637 △ 738

資金期首残高 605 1, 373 1, 978
資金期末残高 504 736 1, 240

（ 注） 各欄積算と 合計欄の数字は、 四捨五入の関係で一致し ないこ と がある 。

（ 　 石綿健康被害救済業務勘定　 ）
( 単位： 百万円）

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
業務活動によ る 支出
業務活動によ る 収入

その他の政府交付金収入
業務収入
運用収入

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
投資活動によ る 支出　 　
投資活動によ る 収入

財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
財務活動によ る 支出　 　 △ 23

資金増加額（ △資金減少額） △ 953

資金期首残高 3, 979
資金期末残高 3, 026

（ 注） 各欄積算と 合計欄の数字は、 四捨五入の関係で一致し ないこ と がある 。

700

区   　 　 　 分

区　 　 　 分 金　 　 　 　 額

△ 1, 629
△ 6, 407

△ 23

△ 46, 000
46, 700

4, 777
4, 589

134
54



( 　 環境保全研究・ 技術開発勘定　 ）
( 単位： 百万円）

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
業務活動によ る 支出
業務活動によ る 収入

運営費交付金収入

財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
財務活動によ る 支出

資金増加額（ △資金減少額）

資金期首残高
資金期末残高

（ 注） 各欄積算と 合計欄の数字は、 四捨五入の関係で一致し ないこ と がある 。

（ 　 基金勘定　 ）
( 単位： 百万円）

地球基金
事業

PCB基金
事業

維持管理
事業

熱中症
対策事業

合計金額

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 565 △ 558 4, 643 2 3, 523
業務活動によ る 支出 △ 1, 669 △ 600 △ 1, 570 △ 275 △ 4, 113
業務活動によ る 収入 1, 105 42 6, 213 277 7, 637

運営費交付金収入 983 28 31 277 1, 320
運用収入 110 14 182 -          305
その他の収入 12 -          6, 000 -          6, 012

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー -           4, 000 △ 4, 300 -          △ 300
投資活動によ る 支出 △ 700 △ 17, 500 △ 70, 000 -          △ 88, 200
投資活動によ る 収入 700 21, 500 65, 700 -          87, 900

財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 3 △ 1 △ 1 △ 0 △ 6
財務活動によ る 支出 △ 10 △ 1 △ 1 △ 0 △ 13
財務活動によ る 収入 7 -          -          -          7

資金増加額（ △資金減少額） △ 568 3, 441 342 2 3, 218

資金期首残高 801 1, 127 11, 819 -          13, 747
資金期末残高 234 4, 568 12, 161 2 16, 965

（ 注） 各欄積算と 合計欄の数字は、 四捨五入の関係で一致し ないこ と がある 。

△ 10
△ 10

区　 　 　 分

区　 　 　 　 分

△ 491

497
5

金　 　 　 　 額

△ 481
△ 7, 356

6, 875
6, 875



( 　 承継勘定　 ）
( 単位： 百万円）

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
業務活動によ る 支出
業務活動によ る 収入

業務収入
その他の収入

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
投資活動によ る 支出
投資活動によ る 収入

財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー
財務活動によ る 支出

資金増加額（ △資金減少額）

資金期首残高
資金期末残高

（ 注） 各欄積算と 合計欄の数字は、 四捨五入の関係で一致し ないこ と がある 。

区　 　 　 　 　 分 金　 　 　 　 額

△ 9, 055

708
698
10

△ 9, 763

11, 593

△ 40

2, 492

△ 10, 040
10, 000

△ 7
△ 7

△ 9, 101


